
誓約書


香川県公共交通事業者自動車運転手等確保支援事業費補助金の交付申請にあたり、下記の事項について誓約します。
また、香川県が暴力団排除に必要な場合には、香川県警察本部又は管轄警察署に照会することを承諾します。


記


　１　要綱第３条各号に掲げる要件をすべて満たしており、要綱第４条に掲げる補助対象事業に当該補助金を活用します。
 ２　次に掲げる者のいずれにも該当しません。
1 暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
2 暴力団員 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
3 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
4 ①から③に掲げる者のいずれかが役員等 （無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体
３　申請書類に記載された情報は、必要に応じて関係行政機関に提供されることに同意します。

　　年 　　月 　　日

香川県知事　殿


所在地
名称　　　　　　　　
代表者氏名
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